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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和４年７月２８日（木）午前８時５４分～午前９時３８分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長、市民部長、

協働推進部長、協働推進部環境担当部長、健康福祉部長、健康

福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市整備部長、

都市整備部建設管理担当部長、教育部長、教育部学校教育担当

部長、議会事務局長、会計管理者 

欠席者：なし 

議 題 
１ 令和４年第３回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方

針、残された問

題点、保留事項
等を記載する。） 

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：第３回市議会定例会の招集期日は、９月５日（月）である。 

審 議 経 過 
（主な意見等を

原則として発言

順に記載し、同
一内容は一つに

まとめる。) 

議題１ 令和４年第３回市議会定例会提出議案について 

⑴ 専決処分の承認を求めることについて 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定に基づき、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和４年６月１２日（日）午後１時頃、局地的豪雨により、市

立第一小学校の校庭樹木が折れて、敷地沿い道路に駐車していた

車両を破損させたことにより、損害額４３１，７３５円を支払う

ものである。 

なお、備考欄に「示談交渉については、現在協議中であり７月

末には成立予定である。」と記載があるが、７月２１日付で、既に

示談が成立している。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 令和３年度武蔵村山市一般会計歳入歳出決算認定について 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は３３，０３９，４５１，６１７円、歳出決算額は

３１，７２３，０７５，０１１円、歳入歳出差引残額は１，３１
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６，３７６，６０６円、翌年度へ繰り越すべき財源は１６，５５

７，０００円、実質収支額は１，２９９，８１９，６０６円であ

る。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑶ 令和３年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について 

（市民部長説明） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定

により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は８，０５４，６６９，８６６円、歳出決算額は７，

８１２，１１２，３９９円、歳入歳出差引残額は２４２，５５７，

４６７円、翌年度へ繰り越すべき財源は０円、実質収支額は２４

２，５５７，４６７円である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 令和３年度武蔵村山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

（高齢・障害担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は５，３６５，６１９，５２９円、歳出決算額は５，

３０７，７３０，７５４円、歳入歳出差引残額は５７，８８８，

７７５円、翌年度へ繰り越すべき財源は０円、実質収支は５７，

８８８，７７５円である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

  ⑸ 令和３年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

（都市整備部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

歳入決算額は１，６３９，６２７，６１８円、歳出決算額は１，

５２２，４９３，４４０円、歳入歳出差引残額は１１７，１３４，

１７８円、翌年度へ繰り越すべき財源は８０，３００，０００円、 

実質収支は３６，８３４，１７８円である。 

（結 論） 
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提出議案として決定する。 

 

 ⑹ 令和３年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規

定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出する。 

   歳入決算額は１，６５７，７５８，０３１円、歳出決算額は１，

６１４，２６１，９９６円、歳入歳出差引残額は４３，４９６，０

３５円、翌年度へ繰り越すべき財源は０円、実質収支は４３，４９

６，０３５円である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑺ 令和３年度武蔵村山市下水道事業会計決算認定について 

（建設管理担当部長説明） 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項

の規定により、議会の認定に付する必要があるので、本案を提出

する。 

下水道事業収益（収益的収支）は１，３７２，７４２，９９０

円、下水道事業費用（収益的収支）は１，２８２，６８３，０１

９円、収益的収支差引額は９０，０５９，９７１円である。 

また、資本的収入（資本的収支）は１４０，２６０，８７０円、

資本的支出（資本的収支）は４１２，２２６，０４０円、資本的

収支差引額は△２７１，９６５，１７０円である。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑻ 武蔵村山市職員の高齢者部分休業に関する条例 

（総務部長説明） 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

の施行等を踏まえた職員の定年の引上げに伴い、高齢期職員の多

様な働き方のニーズに応えるため、高齢者部分休業制度を導入す

る必要があるので、本案を提出する。 

本制度は、加齢に伴う諸事情により１週間の通常の勤務時間の

勤務を定年まで継続することは希望しない職員について、勤務時

間を減じつつ定年まで勤務することを可能とする制度である。 

主な規定内容は２点あり、１点目として任命権者は、高年齢職

員（年齢が６０歳以上の職員）からの申請に基づき、１週間当た

りの通常の勤務時間の２分の１を超えない範囲内で、３０分を単
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位として部分休業の承認を行うものとすること。 

２点目は、部分休業中の給与は、部分休業により勤務しない時

間について減額して支給すること。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

なお、職員組合とは、現在協議中である。また、例規文書審査

会に付議する。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑼ 武蔵村山市議会議員及び武蔵村山市長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 

（企画財政部長説明） 

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）の一部改正に伴

い、規定を整備する必要があるため、本案を提出する。 

武蔵村山市議会議員選挙及び武蔵村山市長選挙において、候補

者が選挙運動のために使用する自動車の借入れ、燃料供給、ビラ

作成及びポスター作成に係る公費負担の限度額について、近年の

物価の変動及び消費税増税を踏まえた引上げを行うため、条例の

一部を改正するものである。 

改正後単価として、自動車借入れは１６，１００円（現行１５，

８００円）、燃料供給は７，７００円（現行７，５６０円）、ビラ

作成は７円７３銭（現行７円５１銭）、ポスター作成の印刷費は５

４１円３１銭（現行５２５円６銭）、ポスター作成の企画費は３１

６，２５０円（現行３１０，５００円）とする。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑽ 武蔵村山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部

を改正する条例 

（総務部長説明） 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

の施行に伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

再任用短時間勤務職員（定年前再任用短時間勤務職員）に関す

る規定の整備を行うものである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑾ 武蔵村山市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 
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（総務部長説明） 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

の施行等に伴い、所要の改正を行う必要があるので、本案を提出

する。 

職員の定年引上げに合わせて行われる管理監督職勤務上限年齢

による降任等及び給料月額７割措置を分限降給として定め、給料

月額７割措置について、処分説明書の交付に関する規定を適用除

外とするものである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

なお、職員組合とは、現在協議中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑿ 武蔵村山市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

の施行等を踏まえ、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督

職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほ

か、所要の改正を行う必要があるので、本案を提出する。 

概要について、１点目は職員の定年を６０歳から６５歳に改め

るとともに、段階的な引上げに係る経過措置を定めるものである。 

２点目は管理監督職勤務上限年齢制を導入し、管理監督職の勤

務上限年齢を６０歳とする。ただし、総務部職員課付主幹は６２

歳とするものである。 

３点目は定年前再任用短時間勤務制について定めるものであ

る。 

４点目は６０歳に達する日以後に適用される任用、給与等の必

要な情報を前年度において提供し、勤務の意思を確認するよう努

める旨を定めるものである。 

５点目は定年退職者等の再任用に関する経過措置（暫定再任用）

を定めるものである。 

６点目は武蔵村山市職員の再任用に関する条例（平成１７年武

蔵村山市条例第２７号）を廃止するものである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。ただし、

４点目の規定については、公布の日から施行する。 

なお、職員組合とは、現在協議中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⒀ 武蔵村山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改

正する条例 

（総務部長説明） 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

の施行等に伴い、所要の改正を行う必要があるので、本案を提出

する。 

減給処分を受ける職員が降給され、減給額が降給後の給料等の

１０分の１を超える場合は、当該額を減ずるものとする旨を定め

るものである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒁ 武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例 

（総務部長説明） 

育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、

育児参加休暇の対象期間を拡大するとともに、地方公務員法の一

部を改正する法律（令和３年法律第６３号）の施行に伴い、規定

を整備する必要があるので、本案を提出する。 

概要について、１点目は子の出生後８週間以内における育児休

業の取得を柔軟化することを踏まえ、妻の産後の体調回復が思わ

しくない場合や子が未熟児である場合などに育児参加休暇を産後

８週間経過後にも使用することができるよう、同休暇を子が１歳

に達する日まで取得可能とするものである。 

２点目は再任用職員及び再任用短時間勤務職員（定年前再任用

短時間勤務職員）に関する規定の整備を行うものである。 

施行期日について、１点目は令和４年１０月１日から、２点目

は令和５年４月１日からとする。  

なお、職員組合とは、現在協議中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒂ 武蔵村山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例 

（総務部長説明） 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号）等の一部改正に伴い、育児休業の取得回数の制限を緩和し、

非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和及び取得の柔軟化を図る
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とともに、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

６３号）の施行に伴い、規定を整備する必要があるので、本案を

提出する。 

概要について、１点目は特別の事情にかかわらず、原則２回ま

で育児休業を取得可能となることから、育児休業等計画書により

申し出た場合の再度の育児休業の取得に関する規定を削除するも

のである。 

２点目は非常勤職員の育児休業の取得要件のうち、「子が１歳６

か月に達する日まで」に、その任期が満了すること及び引き続い

て任用されないことが明らかでないとの要件について、非常勤職

員が子の出生後８週間以内に育児休業をしようとする場合には、

「子の出生日から起算して８週間と６月を経過する日まで」とす

るものである。 

３点目は非常勤職員の子が１歳以降の場合にも取得することが

できる育児休業について、夫婦交代での取得や特別の事情がある

場合の柔軟な取得を可能とするものである。 

４点目は育児休業をすることができない職員として、管理監督

職勤務上限年齢による降任等の特例が適用（特例任用）された職

員を加えるものである。 

施行期日について、１点目から３点目は令和４年１０月１日か

ら、４点目は令和５年４月１日からとする。 

なお、職員組合とは、現在協議中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒃ 武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

の施行等を踏まえ、６０歳を超える職員の給与の取扱いに関する

特例を設けるほか、所要の改正を行う必要があるので、本案を提

出する。 

概要について、１点目は現行の再任用職員及び再任用短時間勤

務職員の給与に関する規定を削り、定年前再任用短時間勤務職員

の給与について定めるものである。 

２点目は別表第２の２中、課長補佐及び副主幹の職務を６級（課

長級）から５級（係長級）に改めるものである。 

３点目は６０歳を超える職員に対する給料月額７割措置を定め

るものである。 

４点目は給料月額７割措置に伴う管理監督職勤務上限年齢調整
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額を定めるものである。 

５点目は暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員の給与

に関する経過措置を定めるものである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

なお、職員組合とは、現在協議中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒄ 武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例 

（子ども家庭部長説明） 

子育ての支援の充実を図るため、助成の対象とする子どもの範

囲を拡大する必要があるので、本案を提出する。 

概要について、１点目は助成の対象とする子どもを高校生等（１

５歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から１８歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にある者）まで拡大するもの

である。 

２点目は学齢児童を養育する者に係る所得の制限を撤廃するも

のである。 

施行期日について、１点目は令和５年４月１日から、２点目は

令和５年１０月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒅ 令和４年度武蔵村山市一般会計補正予算（第４号） 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒆ 令和４年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号） 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⒇ 令和４年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

（高齢・障害担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(21) 令和４年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補

正予算（第１号） 

（都市整備部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(22) 令和４年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(23) 市道路線の認定について 

（建設管理担当部長説明） 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ

り、本案を提出する。 

開発行為に伴い（寄付の申し出を受け）、市道路線として認定す

るものである。 

路線名は一般市道Ｄ第２６１号線で、起点は武蔵村山市残堀二

丁目２６番地先、終点は武蔵村山市残堀二丁目３９番地先である。 

幅員は５．００ｍで、延長は４７．３９ｍである。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(24) 湖南衛生組合を組織する地方公共団体の数の増加及び湖南衛生
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組合規約の変更について 

（環境担当部長説明） 

湖南衛生組合に立川市及び国分寺市を加えることに伴い、規約

を改正する必要があるので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２９０条の規定により、本案を提出する。 

湖南衛生組合を組織する地方公共団体に立川市及び国分寺市を

加えるとともに、組合議員の定数を１０人から１４人に、副管理

者を４人から６人に改めるものである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【追加予定】 

⑴ 教育委員会委員の任命について 

（企画財政部長説明） 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第４条第２項の規定により、本案を提出する。 

武蔵村山市教育委員会委員の潮 美和 氏が、令和４年９月３０

日付で任期満了となるので、後任の委員を任命するものである。 

教育委員会委員の任期は、令和４年１０月１日から令和８年９

月３０日まで（任期４年）で、任命する委員は１名である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（企画財政部長説明） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規

定により、本案を提出する。 

武蔵村山市固定資産評価審査委員会委員の阿部 和功 氏が、令

和４年９月３０日付で任期満了となるので、後任の委員を選任す

るものである。 

固定資産評価審査委員会委員の任期は、令和４年１０月１日か

ら令和７年９月３０日まで（任期３年）で、選任する委員は１名

である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑶ 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

（企画財政部長説明） 
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地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規

定により、本案を提出する。 

武蔵村山市固定資産評価審査委員会委員の髙橋 治 氏が、令和

４年９月３０日付で任期満了となるので、後任の委員を選任する

ものである。 

固定資産評価審査委員会委員の任期は、令和４年１０月１日か

ら令和７年９月３０日まで（任期３年）で、選任する委員は１名

である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【報告事項】 

⑴ 令和３年度武蔵村山市の健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて 

（企画財政部長説明） 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号）第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、報告す

る。 

令和３年度武蔵村山市の健全化判断比率（実質赤字比率、連結

実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率）及び公営企業

会計の資金不足比率を監査委員の意見を付けて報告する。 

（結 論） 

報告事項として決定する。 

 

議題２ その他 

 令和４年第３回市議会定例会の招集期日は９月５日（月）である。 
 

会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７２） 

（日本産業規格Ａ列４番） 


